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堺市立こどもリハビリテーションセンター 

指定管理者の指定について（概要説明） 

 

１ 対象施設 

センター名 住所 施設名 種別 
建物 

階層 竣工年月日 

北こどもリハビリテ

ーションセンター 

西区上野芝町 

2丁 4番 1号 

第１もず園 医療型児童発達支援 地上２階 

地下１階 
平成 15年 2月 

もず診療所 － 

第２もず園 福祉型児童発達支援 
地上２階 

地下１階 

平成 30年 8月 

   (予定)  

南こどもリハビリテ

ーションセンター 
南区城山台 

5丁 1番 4号 

第１つぼみ園 医療型児童発達支援 
地上４階 

地下１階 
平成 6年 1月 つぼみ診療所 － 

第２つぼみ園 福祉型児童発達支援 

 

２ 現在の指定管理者 

 堺市社会福祉事業団 

※ 指 定 期 間 平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで（５年間） 

 ※ 前回の選定 非公募 

 

３ 選定方法 

 (1) 選定方法 

   非公募による。 

 

 (2) 非公募とする特別の事由 

  こどもリハビリテーションセンターは、心身に障害のある子ども及びその疑いのある子どもの早

期療育支援を行うことにより、豊かな発達と自立を促し、地域社会の中で生き生きとした暮らしが

送れるよう家族も含め総合的に援助していくことを目的として設置された施設である。子どもの状

況や発達課題を踏まえ、「保育」、「診療」、「リハビリ」、「相談」を一体的に行う総合的な療育が必

要とされるため、療育にあたる職員には、高度な専門的知識や経験が求められる。また、発達障害

の子どもは環境の変化にとても敏感であるため、障害児支援の継続性の担保や、障害児やその保護

者とセンターのスタッフとの信頼関係の構築が不可欠である。さらに、同センターは、診療施設も

併設する療育の専門施設として、こども園・保育所・幼稚園・学校や障害児通所支援事業所等への

支援や、その利用者への療育の提供や支援など、地域における障害児支援の中核的機能を担うこと

も必要である。 

堺市社会福祉事業団は、当該施設を管理運営させるために平成６年に設立した社会福祉法人で

あり、法人設立以降、本市における就学前の障害児の早期発見・早期療育システムの中心的な役

割を担ってきた。就学前の障害児療育に特化した事業展開により、長年にわたり蓄積した経験や

実績、専門的なノウハウに基づく高度な専門性を活かすことで、障害の種別や程度（重度、重複）

に関係なく、毎日通園や分離保育、単独登園や並行通園など、多様化する支援ニーズに対応した

療育の実施が可能となっている。また、卒、退園後の学校や幼稚園等との連携も保護者了解の下、
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密に行っており、関係諸機関からの信頼も得ている。 

 これらの点をふまえると、こどもリハビリテーションセンターの設置目的の実現のためには、

堺市社会福祉事業団を指定管理者に指定し、これまでの同団体の業務の遂行により蓄積された知

識やノウハウ、ネットワークを最大限に活用することにより、安定的に質の高い障害児療育の実

施に取り組むことが適切であると考えられる。以上のことから、次期指定管理者の選定について、

公募は行わず、選定手続きを進めることとする。 

 

４ 申請要項等の骨子 

 (1) 指定期間 

   平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで（５年間） 

 

 (2) 業務の概要 

  ① 施設の管理運営に関する業務 

・利用料金の収受、許認可の申請、施設の利用案内、利用者からの意見聴取、苦情対応など 

  ② 児童発達支援センターに関する業務 

   ・医療型児童発達支援：第１もず園（北リハ）・第１つぼみ園（南リハ） 

・福祉型児童発達支援：第２もず園（北リハ）・第２つぼみ園（南リハ） 

・診療所：もず診療所（北リハ）・つぼみ診療所（南リハ） 

・保育所等訪問支援：（北リハ・南リハ） 

 ≪定 員≫ 

   

 

 

   

    

  ≪既存の療育サービスの拡充≫ 

     ア 第２もず園において並行通園クラスの増加（５クラス（契約児数３０名）増加） 

     イ 第１つぼみ・第１もず園で単独通園実施日の増加（週５クラスで１日→２日） 

     ウ 保育所等訪問支援事業の拡充  

     エ 相談支援事業の拡充 

③ 地域支援に関する業務 

   ・相談支援事業（障害児相談支援・計画相談支援・基本相談支援） 

   ・障害児等療育支援事業 

   ・センター利用にかかる相談支援 

  ④ 施設等の維持管理に関する業務 

   ・施設・設備等の適正な維持管理、備品等の管理、保守点検業務など 

  

(3) 自主事業 

   施設の利用促進又はサービス向上のため、指定管理者の責任と費用負担で市の承認を得て実施 

  

 南ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 北ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 
えのきはいむ 合計 

第１つぼみ 第２つぼみ 第１もず 第２もず 

現行 ４０名 ５０名 ３０名 ４０名 ６０名 ２２０名 

H31～ ３０名 ５０名 ２０名 １００名 閉園 ２００名 

新たに「市として求める目標・水準等」で目標設定 
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(4) 管理経費 

   指定管理料の積算額   

平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度 平成３４年度 平成３５年度 

６９８,６００ ７０６,５００ ７１４,５００ ７２２,６００ ７３０,７００ 

《参考》 

・平成２６年度から平成３０年度までの指定管理料（単位：千円） 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度（予算） 

６２６,１２０ ６７６,７２７ ７００,１４１ ６９８,７０４ ６７３,９９４ 

    ・平成２６年度から平成３０年度までの利用料金収入（単位：千円） 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度（予算） 

４４８,７６９ ４８０,４２４ ４６４,２７０ ４６６,２８２ ４６１,３２０ 

  

(5) 市として求める目標・水準等 

区分 項目 目標・水準等 

①適正な管理運営の

確保に関する目標 

児童発達支援センター（４施設）延べ

利用者数 
年間延べ３８，０００人以上 

診療所における機能訓練実施単位数  

年間延べ２６，７２０単位以上 

（内訳（参考）） 

理学療法 １０，７００単位 

作業療法  ７，５４０単位 

言語聴覚療法  ８，４８０単位 

保育所等訪問支援事業 年間延べ     ３７０件以上 

相談支援事業 年間延べ １，５００件以上 

②利用者サービスの

向上への取組に関す

る目標 

利用者アンケートにおける満足度  

 センターの利用 

 親子教室の利用 

満足割合 

各９０％以上 

③収支に関する目標 
利用料金収入 

利用料金収入の総支出に占める割合  

年間４３０，０００千円以上 

   かつ ４０％以上 

 

５ 選定手続 

(1) 選定審査方法 

・堺市立こどもリハビリテーションセンター条例第１２第３項に規定する指定の要件を基本として、

子ども青少年局指定管理者候補者選定委員会において、申請書類の審査及び面接審査を実施 

・書類審査及び面接審査の総合評価により採点を行い、選定委員全員の総合計点数を合算し、合計

点数が満点の６０％以上に達しなければならない。 

  

(2) スケジュール 

   平成３０年７月２３日       第１回選定委員会 

        ７月２７日       申請要項等の配付 

                ７月２７日～８月７日  質問受付 
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８月１７日       質問の回答 

        ９月２８日まで     申請書類受付 

        １０月１５日又は２２日 第２回選定委員会（書類審査・面接審査） 

        １１月上旬       選定結果通知 

        １１月下旬       市議会への指定議案の提出 

１２月下旬       指定管理者の指定 

     

平成３１年４月１日         次期指定管理期間の開始 


